
平成二十四年農林水産省令第五十八号

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（平成二十四年法律第八十三号）第十七条第八項及び第九項並びに第十八条第二項第二号の規定

に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法施行規則を次のように定める。

（議事録）

第一条　株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（以下「法」という。）第十七条第八項の規定による議事録の作成については、この条の

定めるところによる。

２　議事録は、書面又は電磁的記録（法第十七条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。）をもって作成しなければならない。

３　議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一　農林漁業成長産業化委員会（以下この項において「委員会」という。）が開催された日時及び場所（当該場所に存しない委員又は監

査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。）

二　委員会の議事の経過の要領及びその結果

三　決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

四　法第十七条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

（署名又は記名押印に代わる措置）

第二条　法第十七条第九項の農林水産省令で定める措置は、電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第

二条第一項に規定する電子署名をいう。）とする。

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法）

第三条　法第十八条第二項第二号の農林水産省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示す

る方法とする。

（書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例）

第四条　法第十七条第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下この条において

「機構」という。）は、その書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的

記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製す

るファイルにより備え置くことができる。

２　機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店にお

いて閲覧又は謄写に供することができる。

（身分を示す証明書）

第五条　法第三十九条第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附　則

この省令は、法の施行の日（平成二十四年十二月三日）から施行する。

附　則　（令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号）

（施行期日）

第一条　この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号）

（施行期日）

第一条　この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。

２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和五年一二月二八日農林水産省令第六三号）　抄

この省令は、公布の日から施行する。
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別記様式（第５条関係）

別記様式（第5条関係）（令元農水令10・令2農水令83・一部改正） 表 第号 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第39条第3項の立入検査をする職員の身分証明書 官職 氏名 年月日生 年月日発行 写真 農林水産大臣 裏 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（抄） （報告の徴収等） 第39条農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため 必要があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認め るときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の 営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 査させることができる。 2農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に 必要があると認めるときその他この法律を施行するため特に必要があると 認めるときは、その必要の限度において、支援対象事業活動支援団体に対 して機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせ、又はその職員 に、支援対象事業活動支援団体の営業所、事務所その他の事業場に立ち入 り、機構の業務の状況に関し参考となるべき業務の状況若しくは帳簿、書 類その他の物件を検査させることができる。 3前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携 帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 4第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認 められたものと解してはならない。 5支援対象事業活動支援団体は、正当な理由があるときは、第2項の規定 による報告又は立入検査を拒むことができる。 第46条第39条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、そ の違反行為をした機構の取締役、会計参与（会計参与が法人であるとき は、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、50万円以下の罰金に 処する。 第47条第39条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、そ の違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。 備考用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。 
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